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Ⅰ．課題設定

　ヴァルドルフ学校（シュタイナー学校）は、
ルドルフ・シュタイナー（Rudolf Steiner，1861⊖
1925年）の教育思想に基づき、「自由への教育」
を実践する12年制の私立学校である。最初のヴァ
ルドルフ学校は、第一次世界大戦直後の1919年 9
月に、ドイツ南西部にある工業都市シュツットガ
ルトで創設された。現在その数は世界中に千校を
越し、特にドイツ国内には200校以上となってい
る。一見すれば、順調に発展してきたかのように
思われるヴァルドルフ学校であるが、「子どもの
生の細部に至るまで、精神と魂と肉体の完全な調
和の実現を目指す真の教育」1）を目指そうとする
実践は、既存の国家及び教育体制との間で、絶え
ざる軋轢と闘いを続けてきた側面は看過されるべ
きではない。こうした側面を通じて、ヴァルドル
フ教育は自らの教育理念を絶えず問い直す機会を
与えられ2）、既存の教育体制もまた「肥沃化」3）さ
れてきたと考えることができるからである。しか
し、従来の教育学（教育史）研究やヴァルドルフ
教育に関する研究では、ヴァルドルフ教育実践と
その時々の国家及び教育体制との関係の在り様や
相互作用の分析を通して、教育の営みの本質に迫
るという作業は基本的に欠落してきた4）。
　本稿は、上記の課題意識から筆者が続けて
いるドイツにおけるヴァルドルフ学校運動

（Waldorfschulbewegung）の歴史的研究の一環と
して、ナチズム体制下におけるヴァルドルフ学校
に焦点を当てたものである。言うまでもなく、ヒ
トラーによる独裁的国家体制、つまりドイツ第三
帝国においては、公立学校のみならず私立学校ま
でドイツ教育史上最も厳しい国家統制下に置かれ
た。ナチズム体制下での私立学校の状況について
は、私立学校法制に関する最初の体系的研究書で
ある『ドイツ私立学校法』（ハンス・ヘッケル著、
1955年）の記述が通説となってきた。それによれ
ば、ナチズムは教育の国家化を志向して、私立学
校の設置認可に関するワイマール憲法第147条を
ナチズム原則から解釈し、1938年以降の幾度かの
布告を通して私立学校の必要性の審査を実施し
た。その結果、一部の職業教育施設を除き、私立
学校の閉鎖・排除は「ほぼ完璧に実施され」、改
革教育運動（新教育運動）系列の私立学校である田
園教育舎はドイツ寄宿学校へと再編され、さらに
ヴァルドルフ学校は「全て閉鎖された」という5）。
確かに、ヘッケルの記述は後述の通り、大筋とし
ては間違いではないが、より詳細に見ていくと一
定の留保が必要となる。とりわけ、本稿との関連
では、ヒトラーの政権掌握時（1933年 1 月）にヴァ
ルドルフ学校はドイツ国内に 8校設置されてお
り、それらは最終的には全てが閉鎖とはなったも
のの、閉鎖の時期については1936年から1941年ま
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ドルフ学校の事例』（2006年）9）は、ヴェルナーの
著書でも使用しなかった一次資料も活用した研究
書で、ナチズム体制下のヴァルドルフ学校運動に
関しては、現在最も詳細な知見を提供するものと
なっている。加えて、歴史学研究の立場から、K.プ
リーストマンの著書『共存の錯覚　−第三帝国時
代のヴァルドルフ学校−』（2009年）10）、P.シュタ
ウデンマイヤーの著書『オカルティズムとナチズ
ムの間　−ファシズム時代の人智学と人種政策−』
（2014年）11）も刊行されている。
　確かに、こうした近年の研究書を通して、ナチ
ズム体制の下でのヴァルドルフ学校運動の全体的
な状況は明らかになってきた。しかし、ナチズム
が国民による熱狂的支持と他方での暴力装置を通
じてドイツ社会を席巻していた時代状況にあっ
て、ヴァルドルフ学校は何を犠牲に何を死守しよ
うとしていたのか、つまり当時のヴァルドルフ学
校における教育活動の実態、仮にナチス高官によ
る「庇護」があったとすれば、それは如何なる意
図に基づくものであったのかについては、根拠と
なる資料的制約もあって依然として解明されては
いない。この時期のヴァルドルフ学校における教
育活動の実態の解明は、ヴァルドルフ学校関係者
が行ったとされる「ナチズムへの試みられた接近」
（A.レシンスキー）の真相解明の点で決定的に
重要となる。ヴァルドルフ学校関係者がナチス当
局者に「接近」したことが、ナチズムへの《迎合》
や《協力》のためであったのか、それともヴァルド
ルフ教育の理念を存続させるための外的条件整備
が目的だったのか、その真相は、ナチズム体制下の
ヴァルドルフ学校が行っていた人間形成の実態解
明を俟って、初めて明らかとなるからである12）。
　以上のような課題意識と先行研究の状況の
認識に基づき、筆者はベルリンの連邦文書館
（Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde）での資料収集
や当時開設されていたヴァルドルフ学校（特にド
レスデンのヴァルドルフ学校）における資料調査
を行うなど、ナチズム体制下でのヴァルドルフ学
校の実態解明に迫る研究に着手したところであ
る。そこで、本稿は、先行研究の成果と独自に収

での開きがあり、閉鎖の態様も自主閉鎖と強制閉
鎖の差異もあった。しかも、ヴァルドルフ学校は
ナチ当局から一方的に弾圧を受けたのではなく、
ナチ高官（特にナチ党副総統ルドルフ・ヘス）か
ら何らかの「庇護」を受けていた側面まであった。
こうした事実は、ナチズム体制下のヴァルドルフ
学校の実態の史実に基づく検証を通して、ヘッケ
ルによる通説を修正する必要性を方向づけてい
る。
　簡単に先行研究を確認すれば、ヴァルドルフ学
校がナチズム体制と「共犯関係」にあった、との
告発的な指摘が、A.レシンスキーの論文（1983年）
によりなされた。レシンスキーは、公開されつ
つあった旧東ドイツの公文書館資料も活用して、
ヴァルドルフ学校の関係者が「ナチズムへの試み
られた接近」を行っていたこと（その結果が副総
統ヘスによる庇護）、加えてナチズムとヴァルド
ルフ教育との間には一定の親和性もあったことを
指摘した6）。一方、必ずしも学術研究の次元では
ないものの、1990年代以降、欧米を中心にシュタ
イナーの人智学思想への批判運動が展開され、ア
メリカではチャータースクールとして開設された
ヴァルドルフ学校を、地区住民組織が廃止するよ
う求めて提訴した。その際に、提訴した住人たち
は、シュタイナーは「人種差別主義者」であって、
シュタイナーの人智学思想は「人種論による反人
間性の哲学」に他ならないと、過激な批判を展開
した7）。
　こうした状況も踏まえ、ナチズム体制下のヴァ
ルドルフ学校の状況に迫る冷静な学術研究書も公
刊されてきた。まず、シュタイナー思想とヴァル
ドルフ学校運動に近い立場から刊行されたU.ヴェ
ルナーの著書『ナチズム時代の人智主義者たち』
（1999年）8）がある。同書は、先のレシンスキー
論文を遥かに凌駕する膨大な一次資料の発掘・分
析を通して、ナチズムがヴァルドルフ学校を含む
シュタイナー社会実践運動に与えた影響を詳細に
明らかにした。同書は現在のところ、この分野の
第一級の先行研究となっている。同じ立場から、
W.ゲッテの著書『学校自治の経験　自由ヴァル
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従って、ナチズム教育はドイツ民族至上主義（反
ユダヤ主義）、反知性主義、そして個々人の自由
や個性を認めない反個人主義という特質を有する
ものとなる。
　ナチズム教育は、ナチ党組織として学校外に設
けられたヒトラー・ユーゲントにおいて最も露骨
な形で具体化されたが15）、学校教育も次第に「民
族国家の教育原則」に基づいて強制的に同質化さ
れていった。このことは、1933年 5 月 9 日に各州
（ラント）の文部大臣を前に、「ドイツ的学校の闘
争目標」と題して演説した帝国内相フリックの次
の言葉からも明らかである。「民族的革命はドイツ
の学校とその教育課題に新たな規範を付与する。
ドイツの学校は政治的人間、つまりあらゆる思考
と行動において奉仕的・犠牲的に我が民族に根差
し、我が国家の歴史と運命とに完全にかつ不可分
に結合した人間を育成しなければならない。」16）。
　ナチズム教育政策は、ヒトラー政権発足直後か
ら矢継ぎ早に出された布告等を通じて、学校教育
のナチズム化が進行した第 1期（1933～1937年）、
学校制度とそこでの教育内容の本格的なナズム的
再編が実施された第 2期（1937～1942年）、戦局
の悪化に伴い学校教育の組織的改革が不可能と
なった第 3期（1942～1945年）に分けられる17）。
ここでは、第 1期と第 2期のナチズム教育政策の
中から、①学校生活のナチズム化、②教員の強制
的同質化、③遺伝学及び人種学の導入とユダヤ人
生徒の排除の三点に絞って、その概要を摘記して
おきたい。なお、1934年 1 月30日付の「ドイツ帝
国再建法」により、州（Land）の政府及び議会等の
自治的権限が否定され、ドイツ史上最も中央集権
的政治体制が構築された。連動して、州の教育上
の独自権限である「文化高権」（Kulturhoheit）も
否定され、ドイツ全体の教育政策を統べる機関と
して帝国文部省が、同年 5月に創設された。

①　学校生活のナチズム化　　
　まず、ヒトラーの政権掌握に伴って、学校生活
の中にも「ドイツ式挨拶」、つまり右手を挙げて
「ハイル・ヒトラー（ヒトラー万歳）」と発する

集した一次資料に基づき、研究対象の全体的枠組
みの整理と現時点での仮説的結論を提示すること
を目的とする。その意味で本稿は、ナチズム体制
下におけるヴァルドルフ学校の実態解明のための
序論的・基礎的研究である。
　
Ⅱ．ナチズム教育政策の展開と私立学校への抑圧

１．ナチズム教育政策の特質と展開　

　まず、本稿の課題に関連する範囲に限定して、
ナチズム体制の下での教育政策の展開とその特
質、とりわけヴァルドルフ学校を含めた私立学校
が直面することになった全体的な教育状況を確認
しておくことが必要だろう。
　1933年 1 月30日、ナチ党（NSDAP）党首アド
ルフ・ヒトラーがドイツ首相に任命された。ヒト
ラーは、ナチ党の暴力組織としての突撃隊（SA）
や警察権力も動員して、僅か数ヶ月の間に政治的
敵対勢力（特に共産党及び社会民主党）を一掃し、
独裁体制を構築していった。1933年 3 月には、ワ
イマール憲法に規定された基本的人権を停止し、
憲法に拘束されない立法権を内閣に付与する「全
権委任法」が成立するとともに、早くも最初の強
制収容所がミュンヘン郊外のダッハウに設置され
た。以後ヒトラーは、ナチズム（Nationalsozialismus、
国家社会主義）の原理をドイツ社会の隅々に至る
まで貫徹させる一連の統制政策、いわゆる「強制
的同質化」（Gleichschaltung）を実行していった。
　ナチズム教育政策の原則及び方向性は、ヒ
トラーの政治的綱領とも言うべき『我が闘争』
（1925/1926年）において、「民族国家の教育原則」
として提示されていた。ヒトラーによれば、「国
家の第一の課題」は、「民族に奉仕し、民族の福
祉のために最良の人種的要素を維持し、保護し、
発展させること」である13）。「人種」（端的にはアー
リア人種＝ドイツ民族）の維持・発展を「民族国家」
の最高の存在目的するヒトラーにあって、青少年
の教育は国家が全面的に管理・統制すべき対象と
なる。ナチズム教育において最優先すべきことは
ドイツ人青少年の身体的鍛錬とされ、精神的能力
の育成は二次的な価値しか与えられていない14）。
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めの教員養成機関では、1934年の新学年開始まで
に教員の60％が罷免されている。この罷免率が如
何に高いものであったかは、同法の施行によるド
イツ全体の公務員の罷免率が3.5％であったこと
からも明らかであろう。プロイセン州における国
民学校の教員の罷免数は明確ではないが、教員不
足のために1934年の新学年の開始を遅らせざるを
得なかったことからも相当数に及んだことが推測
される21）。同様にザクセン州では、1937年 1 月ま
でに州全体で845人の教員が罷免され、この中で
は国民学校教員は約半数の472人を占め、視学官
などの学校監督従事者も18人含まれていた。これ
らの大半の罷免は共産党及び社会民主党の党員で
あることを理由とするものであった22）。
　「職業官吏再建法」の適用を免れた教員は、
1929年にナチ党の下部組織として設置され、ヒト
ラー権力掌握後は唯一の教員組織として位置づけ
られた「ナチス教員連盟」（NSLB）への加入を
通して、さらに同質化されていった。1936年時点
で、ドイツの全教員の実に97％がナチス教員連盟
に加入しており、このうちの32.1％は同時にナチ
党員ともなっていた。同時期の一般公務員に占め
るナチ党員の比率が17％であることから23）、学校
教員のナチズムへの同質化は極めて高かったこと
が知れる。

③ 　遺伝学及び人種学の導入とユダヤ人生徒の排
除
　ヒトラーは『我が闘争』において、アーリア人
（ドイツ民族）の「優秀性」と他民族（特にユダ
ヤ人）排斥の正当性を青少年に注入することの必
要性を強調していた24）。早くも1933年 9 月、プロ
イセン州文相ルストは国民学校を含む全ての学校
において、遺伝学及び人種学を教え、かつその内
容を修了試験の必修領域として課すべきことを命
令した（1933年 9 月13日付布告）。さらにドイツ
帝国全体でも、帝国文相ルストにより、同趣旨の
布告が1935年 1 月に出されている（1935年 1 月15
日付布告）25）。
　学校教育への遺伝学及び人種学の導入と連動し

挨拶方式が導入・義務化されていった。プロイセ
ン州では1933年 7 月22日の州文相ルスト（1934年
5 月から新設された帝国文相を兼務）の布告によ
り、またドイツ帝国全体には1933年12月18日付の
帝国内相フリックが制定した規則「学校秩序の基
本理念」によって、学校における「ドイツ式挨拶」
が義務づけられた18）。
　同様に、ナチズムを特徴づける組織原理である
「指導者原理」（Führerprinzip）が学校にも適用さ
れ、校長は学校における「指導者」と位置づけ
られるとともに、ワイマール期に法制化されて
いた教員及び父母による合議制の学校運営方式
も排除されていった。例えば、ザクセン州では、
1933年 3 月の州政府からの布告により、国民学校
（Volksschule）における教員自治組織と父母評議
会が廃止され、「指導者」（Führer）へと昇格した
校長には、当該の学校に関する全ての事項を単独
で決定できる権限が付与された。続けてザクセン
州では、同年 4月、ワイマール時代からの改革教
育運動の実践の場となってきた公立の実験学校は
全て通常学校への改組が命令された19）。最も民主
的な父母による学校参加制度を実施していたハン
ブルク市（州）でも、1933年 6 月23日に制定され
たハンブルク学校行政法により、従来の父母評議
会（Elternrat）は協議会（Beirat）となり、その議
長には学校長が座り、協議会の委員も父母の互選
方式から校長による任命制となった20）。

②　教員の強制的同質化　
　政治制度および労働運動と同様、ヒトラーの権
力掌握直後から、国民学校から大学に至るまでの
教員も強制的に同質化されていった。1933年 4 月、
「職業官吏再建法」が制定され、非アーリア人（端
的にはユダヤ人）及び政治的に信頼できない人物
（特に共産党・社会民主党員等）が公務員から罷
免・排除された。この法律の適用により、視学官
を含めた学校教員の場合には、一般の公務員以上
の比率で罷免・排除が実施された。プロイセン州
の場合、国民学校を担当する視学官527名のうち
22％に相当する115名が罷免され、国民学校のた
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月）に基づき、同法が私立学校にも適用され、ナ
チ当局にとって好ましくない教員は私立学校から
排除された29）。バイエルン州及びハンブルク州に
おいては、さらに踏み込んだ措置が取られた。こ
れらの州では、私立学校の校長資格として、アー
リア人であることに加えて、ナチ党への入党義務
も課せられたからである30）。
　1936年になると、ナチ当局による私立学校への
抑圧は、一層組織的で直接的な段階に移り、結果
として多くの私立学校は閉鎖を余儀なくされてい
く。まず、1936年 4 月 4 日、帝国文相ルストは「私
立の予備学校及び予備クラスの解体」と題する布
告31）を出した。この布告は、表向きは長らく実
施されてこなかった私立の予備学校（Vorschule、
ギムナジウム進学前の準備教育を施す 3年制学
校）の廃止に関するワイマール憲法規定（第147
条第 3項）を具体化するものだった。同布告は、
私立予備学校を廃止する理由として、予備学校は
「宗派や身分による区別を助長するもので、ナチ
ズム的民族共同体という思想に反するもの」であ
り、就学義務のあるドイツ人生徒は、「全ての生
徒にとって共通のナチズム的教育施設」である「公
立の国民学校への就学が原則として求められる」
ことを指摘していた。
　この布告は、中等学校への進学準備を行う特権
的な予備学校の廃止という名目の下に、私立の国
民学校を排除して、全ての生徒を公立の国民学校
に就学させることを意図するものであった。この
ことは、 1年後の1937年 4 月にルスト帝国文相に
よって「国民学校下級 4学年教授要綱」32）が制定
され、国民学校に関するドイツ統一の教育課程が
確定されたことを想起すれば明らかである。しか
も、そこでは、「ドイツの青少年を民族共同体の
ために、そして総統（ヒトラー）と国家に完全に
奉仕するために教育するとの高次の課題を担う」
機関として、国民学校が位置づけられた。
　私立の中等学校への抑圧も、1936年以降に本
格化した。ルスト帝国文相による1936年12月28
日付の布告は、既存の私立中等学校が「公的な
必要性」（öffentliches Bedürfnis）を有するか否か、

て、ユダヤ人生徒の教育環境は日増しに厳しさを
増していった。1933年 4 月に制定された「ドイツ
学校及び大学の人数過剰への対処法」により、ユ
ダヤ人が中等学校及び大学で学ぶ機会は生徒（学
生）数の1.5％以下に厳しく制限された。ユダヤ人
の市民権の剥奪を規定した、いわゆる「ニュルン
ベルク法」が1935年 9 月に制定されると、ユダヤ
人生徒は徐々に学校教育から排除されていった。
1937年 7 月 2 日の帝国文相ルストが発した布告に
より、ドイツ人とユダヤ人の生徒が公立学校の同
じ教室内で教育を受けることが禁止され、さらに、
1938年11月のいわゆる「クリスタル・ナハト（水
晶の夜）」の直後には、ルスト文相により、ユダ
ヤ人生徒がドイツ人の学校に通学することが禁止
され、ユダヤ人学校に行くよう命令された（1938
年11月15日付布告）26）。そのユダヤ人学校も、第二
次世界大戦の開始前後から解体され始め、1942年
6 月20日のルストによる秘密布告によって全て解
体された27）。
　以上で概観したナチズム教育政策の展開によ
り、学校教育は、ドイツ民族共同体と総統ヒトラー
への盲目的奉仕者を育成する調教施設として再編
されていった。

２．私立学校への抑圧　

　以上のようなナチズム教育政策の展開は、必然
的に私立学校への抑圧と排除を伴うものとなっ
た。ナチズム国家の私立学校に対する基本的立場
は、1939年に帝国文部省年報に掲載された論説に
端的に示されている。それによれば、仮に私立学
校を「ナチズム的学校から逸脱した、特別の教育
目的を有する学校」と理解するならば、かかる私
立学校は「ナチズム国家では活動の余地はない」。
何故なら、私立学校の存続は、「ナチズム的ドイ
ツ人」を育成するとの「政治的役割」を引き受け
る程度に依存しているからである28）、と。
　ナチ当局による私立学校に対する抑圧は、早く
も1933年から開始された。1933年 4 月に「職業官
吏再建法」が制定されると、ドイツ最大の州であ
るプロイセン州では州文相による規則（1933年 6



46 遠　藤　孝　夫

中で閉鎖の道をたどることになる。この状況を
私立学校の数の推移で確認するならば、1931年
時点で679校あった私立の国民学校は1940年には
僅かに57校を残すのみとなり、1931年時点で404
校あったギムナジウム等の私立中等学校（Höhere 

Schule）は1940年には85校へと激減することと
なった38）。
　次章では、上述したナチズム教育政策の展開と
私立学校への抑圧状況を踏まえて、ヴァルドルフ
学校の実態に迫っていくことにしよう。

Ⅲ．ナチズム体制下のヴァルドルフ学校の実態

１�．第三帝国におけるナチ当局とヴァルドルフ学

校の構図

（1）第三帝国におけるヴァルドルフ学校の概要　

　1933年 1 月30日にヒトラーが首相に就任した時
点で、ドイツ国内 8カ所にヴァルドルフ学校が
設置されており、約3,200人の生徒が学んでいた。
設置年及び閉鎖決定時期を含めた、その概要は〔表
1〕の通りである39）。なお、以下では当時のドイ
ツ国内のヴァルドルフ学校の名称は、煩雑になる
のを回避する目的で、それぞれの正式名称ではな
く、「シュツットガルト校」のように設置場所を
付して表記することとする。
　これら 8校のヴァルドルフ学校は、ヒトラー政
権の誕生と強制的同質化の展開過程で、ナチ当局
から様々な攻撃を受け、最終的には全て閉鎖され
るに至る。しかし、〔表 1〕からも明らかなように、
最初に閉鎖されたのはハンブルク・アルトナ校で、
それもヒトラー政権誕生後 3年も経過した1936年
4 月のことである。最後に閉鎖されたドレスデン
校は1941年 7 月であるから、ナチズム体制の下で
実に 8年間も存続していたことになる。また学校
の「閉鎖」とはいえ、その態様はヴァルドルフ学
校側の自主的な判断で閉鎖に至った場合（ベルリ
ン校を含む 6校）と、ナチ当局からの命令により
強制的に閉鎖させられた場合（シュツットガルト
校とドレスデン校の 2校）という差異があったこ
とも知れる。
　では、何故、このような事態になったのだろう

「詳細な審査」を実施すべきことを全国の教育
行政当局に命令した33）。同じく、ルスト帝国文相
による1938年 1 月22日付布告34）及び1939年 4 月
5 日付布告35）は、私立中等学校に対する再審査
（Überprüfung）を命じるとともに、私立学校の
存続の前提要件とされた「公的な必要性」の内容
を精緻化して規定している。このうち、1939年布
告によれば、ドイツ人の学校教育は原則として公
立学校の任務とすべきであることから、私立学校
の「公的な必要性」がナチ教育行政当局によって
認定されるのは、「その学校が、不足している公
立学校の代替となっている場合か、1938年 1 月22
日付布告Aの第 4文に規定する特別な課題に応
えるものである場合だけ」に限定された。この基
準に従えば、「公的な必要性」があると認定され
る私立学校は、事実上、障害のある生徒のための
施設や各種の職業訓練を提供する施設などに限定
されることになる。しかも、存続が認定された私
立学校であっても、「委ねられている青少年をナ
チズム的に教育することを保証しなければなら
ず、そこでの教育活動は明確にナチズムの方向性
を示すものでなければならない。」、と厳しく条件
づけられた。
　さらに、私立学校への抑圧は続いた。ルスト帝国
文相からの1936年 5 月15日付布告により、私立中
等学校への公費助成の基準が改定され、学校設置
者がナチズム教育を支持し、しかもそこでの教育
活動が「公的利益」に叶っているとナチ当局が判断
した場合だけに公費助成が限定されることとなっ
た36）。この財政措置に追い打ちをかけるように、ル
スト帝国文相による1937年 9 月22日付布告と1938
年 4 月20日付布告を通じて、公務員と国防軍勤務
者の子弟の私立学校への入学が禁止された37）。
　以上のように、ヒトラー政権の発足に伴い、私
立学校はナチズム教育原則への適応を強制されて
いき、さらに1936年以降本格的に展開された一連
の抑圧措置によって壊滅的打撃を受けた。すな
わち、私立学校は、ナチ当局から「公的な必要
性」の認定を受けて、ナチズム教育を実施する学
校として存続するなる以外は、財政状況の悪化の
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シュタイナーを「ユダヤ人」として誹謗した42）。ヒ
トラーが首相に就任すると、ベルリンのナチ系列
の夕刊新聞がシュタイナー及び人智主義運動を批
判する記事の連載を始めた。その中では、第一次
世界大戦に際して、ドイツ陸軍参謀総長モルトケ
（Helmuth von Moltke）が決定的瞬間（特にマヌ
クの戦い）に成果を上げられなかった理由として、
モルトケがシュタイナーの人智学思想に幻惑され
ていたことが指摘され、「神秘主義者、ユダヤ人、
フリーメーソン、共産主義者であるルドルフ・シュ
タイナー」は、ドイツ敗北の要因であると指弾さ
れていた43）。

（2�）ヴァルドルフ学校に権限を行使した「ナチ

当局」

　後述するように、ヒトラーによる政権掌握とと
もに、ヴァルドルフ学校に対する攻撃は開始され
るのではあるが、そのことが直ちに学校の閉鎖を
もたらした訳ではなく、しかもドレスデン校のよ
うに1941年まで存続した学校があったことを理解
するためには、第三帝国にあって、いわゆるナチ
当局とヴァルドルフ学校が如何なる関係構造に
あったのか、その基本的な構図を整理しておくこ
とが必要となる。
　まず、ヴァルドルフ学校に何らかの権限を行使
した「ナチ当局」であるが、それは政府機関から
ナチ党組織に至るまでの多様な組織が関係し、競
合し合うという、極めて多元的性格を持つ権力構
造となっていた44）。前述の通り、1934年 5 月に帝

か。この事態は、ルドルフ・シュタイナーの人智
学思想とその社会実践運動（ヴァルドルフ学校運
動、バイオダイナミック農法運動、キリスト者共
同体運動等）が、既にナチズム国家が成立する以
前から、ヒトラーを含めたナチズム運動の立場か
ら痛烈な批判を浴びせられていたことを想起すれ
ば、一層奇異に感じられることになる。
　シュタイナーは第一世界大戦の最中から、人智
学思想に基づく社会三層化運動を展開し、その過
程で、偏狭な国家主義・民族主義を人間の発展
段階における後退的要素として捉え、国際主義
（international）ないし超国家主義（übernational）
こそが、今後の人間社会の繁栄にとって唯一の要
素となることを強調していた40）。また、シュツッ
トガルトに最初のヴァルドルフ学校が創設（1919
年 9 月）される直前に発表された論文の中で、シュ
タイナーは次のように主張していた。「現代にお
いて絶対に必要なことは、学校を完全に自由な精
神生活に根差したものとすることである。教えら
れ、教育されるべき内容は、成長していく人間と
その個々の素質との認識からのみ得られるもので
なければならない。…育ちゆく世代を、既存の社
会組織が欲するようなものに作ることだけは、決
してしてはならないのである。」41）

　こうした動きに対して、例えば、ヒトラーに大
きな影響を与えたことで知られ、1923年11月のヒ
トラーによるミュンヘン一揆にも参加したD.エッ
カルト（Dietrich Eckart）は、1919年のヴァルド
ルフ学校創設を批判する冊子を出し、その中で

設置場所 設置年 学級数 教員数 生徒数 閉鎖の時期と態様
Stuttgart 1919年 27 58 963 1938.4.1　強制閉鎖
Hamburg-Wandsbek 1922年 13 19 421 1940.3.21　自主閉鎖
Hannover 1926年 10 15 329 1937.7.9　自主閉鎖
Berlin 1928年 　9 16 367 1937.8.26　自主閉鎖
Dresden 1929年 　8 15 300 1941.7.5　強制閉鎖
Breslau 1930年 　7 10 227 1939.3.24　自主閉鎖
Kassel 1930年 　8 16 305 1938.6.27　自主閉鎖
Hamburg-Altona 1931年 　8 9 219 1936.4.6　自主閉鎖

〔�表 1 〕1933年時点のドイツ国内のヴァルドルフ学校の概況
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酷な取り締まりを遂行していった。後述のように、
親衛隊情報部及びゲシュタポは、ヴァルドルフ学
校を含むシュタイナー社会実践運動の存続問題に
も関わり、この問題を巡って帝国文部省及び帝国
内務省ともやり取りを行うとともに、ヴァルドル
フ学校に対する査察にも関与することになる。
　ナチ党内でヒトラー総統に次ぐ副総統の地位に
あったルドルフ・ヘスは、ヒトラー内閣では無任
所大臣ではあったが、関係する政府機関が提出す
る法案及び布告案を事前に検閲・鑑定する権限と、
関連した人事にも強力な権限を行使できる地位に
あった。この関係から、ヘス自身のみならず「副
総統官房」（Stab des Stellvertreters des Führers、官
房長はマルティン・ボルマン）は帝国及び各州の
教育政策にも一定程度の影響力を行使することと
なった46）。後述するように、ヴァルドルフ学校（特
にドレスデン校）の存続問題では、副総統ヘス及
び副総統官房の職員が決定的役割を果たすことに
なる。
　同じくナチ党組織として1934年に設置され
た、いわゆる「ローゼンベルク事務所」（Amt 

Rosenberg）も、教育政策に少なからず影響力を
行使した。同事務所は、『20世紀の神話』（1930年）
を著し、代表的なナチズムのイデオローグとなっ
たアルフレート・ローゼンベルクが、ナチス・イ
デオロギーの宣伝と監視に関する帝国指導者を、

国文部省が設置され、プロイセン州文相のルスト
が帝国文相を兼務したことで、ドイツ教育史上初
めて全ドイツの教育・学校を管轄する中央官庁が
誕生した。帝国文部省の設置までは、帝国内相フ
リックがドイツ全体の教育行政の一元的支配を意
図して画策しており、帝国文部省が設置された後
も、地方行政当局への指揮・命令権限を持つ帝国
内務省（フリック）と帝国文部省（ルスト）は教
育行政権限を巡っても競合関係にあった。また、
1934年 1 月制定の「帝国再建法」により、州（ラ
ント）の自律的地位が否定され、州組織は帝国政
府の直接的指揮下に置かれ、帝国政府から州総督
（Reichsstaatthalter）が派遣された。しかし、実
態としては、その後も州文部省は帝国文部省ない
し帝国内務省から一定の自律的地位を保ってお
り、州独自の教育政策を実現するために、帝国文
部省と帝国内務省の権限争いを利用することすら
あった45）。
　また、もともとはヒトラーの警護を任務として、
ナチ党内組織として設けられていた親衛隊（SS、
全国指導者はヒムラー）は、第三帝国の成立に伴
い警察・治安機関を完全に掌握して、巨大な権力
機構となった。特に秘密国家警察（ゲシュタポ）
と親衛隊情報部（SD、長官はハイドリヒ。1939
年から保安警察と統合して帝国保安本部 RSHA

となる）は、一体となって「反体制分子」への過

〔�図 1 〕第三帝国におけるナチ当局とヴァルドルフ学校の構図



49ナチズム体制下におけるヴァルドルフ学校の基礎的研究

チズム教育とは適合しないものであるとの判断理
由が明記されていた47）。
　また、こうしたヴァルドルフ学校を直接的対象
とした攻撃に加え、上述した通りのドイツの学校
全体に対する強制的同質化及び私立学校への抑圧
政策によって、ユダヤ人教師の排除（シュツット
ガルト校で 4人のユダヤ人教師が退職）48）、「指導
者」としての校長の配置（シュツットガルト校で
は1934年 1 月に音楽教師の P.バウマンが「校長」
就任）、ナチス教員連盟への加入49）など、いずれ
もヴァルドルフ学校の自律性を揺るがす状況と
なった。
　1933年 5 月、ヴァルドルフ学校への攻撃が開始
されると、ヴァルドルフ学校の関係者は強い危機
意識を抱きつつ、ヴァルドルフ教育の本質が維持
できる範囲ではナチ当局からの要求を受け入れる
とともに、ヴァルドルフ教育がナチズム教育原則
と矛盾するものではなく、「適合」していること
をアピールする行動を行った。例えば、ルスト文
相から「民族政治的教育」への転換を要求された
ハノーファー校は、同年 9月にナチ学校当局に提
出した文書の中で、「（ハノーファー校の）教師団
は完全にナチズム国家の原則に基づいて行動して
いる。ヴァルドルフ学校が依拠し、常に指導原則
としてきた精神は、断固として、首尾一貫してマ
ルクス主義を拒否している。ヴァルドルフ教育は、
精神にまで浸透する教材構成と宗教的な基本姿勢
によって、物質主義的思考を克服することを課題
としている。」50）、と記した。同じく、1934年 2 月
にヴュルテンベルク州文相から一年生の受け入れ
禁止命令を受けたシュツットガルト校は、学校長
が直ちに次のような内容を含む返書を送付した。
「学校の指導者（校長）としての私は、生徒がナ
チズム的国家の意向に沿って教育されることを確
約します。」51）、と。
　しかし、こうしたヴァルドルフ学校からナチ当
局へ提出された、ナチズム教育との「適合」を強
調する文書は、決してナチズムとその教育への協
力や迎合を意図したものではなかった。個々の学
校では、あくまでヴァルドルフ教育の原理に即し

ヒトラーから委任されたことから設置されたもの
である。「ローゼンベルク事務所」の中でも、と
りわけ学術部門の責任者を務めたベルリン大学政
治教育学教授A.ボイムラー（Alfred Bäumler）は、
ヴァルドルフ学校の存続問題にも少なからず関与
することになる。さらに、もともとはナチ党組織
として設けられ、ヒトラー政権下では唯一の教員
組織へと成長した、ナチス教員連盟（NSLB）も、
ナチズム教育政策の一翼を担うとともに、後述の
通り、ヴァルドルフ学校に対する査察にも関与し
ていた。
　第三帝国が始動すると、ドイツ国内 8カ所の
ヴァルドルフ学校は、以上のように多様で複雑な
権力機構の「ナチ当局」と対峙することになった。
この構図を簡潔に示したものが〔図 1〕である。
なお、ヴァルドルフ学校は、ナチス教員連盟からの
要求に応える形で、1933年 5 月に「ヴァルドルフ学
校ライヒ連合」（Reichsverband der Waldorfschulen）
を結成し、同連合は同年 8月に「ヴァルドルフ学
校連盟」（Bund der Waldorfschulen）と改称した。

２�．ナチ当局からの攻撃とヴァルドルフ学校側の

対応

（1�）ナチズム教育への「適合」表明とヴァルド

ルフ学校の査察報告

　1933年 1 月にヒトラーが政権を握ると、ヴァル
ドルフ学校はナチ当局から様々な攻撃を受け始め
た。その最も早い事例は、1933年 5 月、プロイセ
ン州文相ルストが、ハノーファー校に対して 3週
間以内に「民族政治的教育」に切り替えない限り
学校の存続を認めない、と命令したことだった。
続く1934年 2 月には、シュツットガルト校に対し
ても、ヴュルテンベルク州文相メルゲントハラー
（Christian Melgenthaler）が、新年度からの第一
学年の生徒受け入れを禁止すると命令した。この
命令には、「ヴァルドルフ学校の教育活動は、ナ
チズムの原理に適合しておらず、また教師団は、
人智学の教育理想の点で熱心に活動を行っている
ことが明白であって、ナチズムの原理を信奉する
ことは期待できない」と、ヴァルドルフ教育がナ
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　 2 件の査察報告書を例示したが、ここからはナ
チズム教育への「適合」の表明とは裏腹に、ヴァ
ルドルフ学校においては、ナナチ当局者を憚るこ
とすらなく、ヴァルドルフ教育の原理に基づく教
育実践が展開されていたことを確認することがで
きる。しかし、そうであるならば、上述したよ
うに私立学校への抑圧が本格化した時期である
1936/37年時点において、「ナチズムとは異なる原
理」に基づく学校、「ナチズム運動の極めて多く
の偽装した敵対者たち」の「都合の良い隠れ家」
とまで指摘されたヴァルドルフ学校が存続し得て
いた事実は、どのように理解したらよいのだろう
か。そこで、以下ではさらに、ヴァルドルフ学校
の関係者によるナチ当局への働きかけとヴァルド
ルフ学校の閉鎖に至る経緯を検証してみたい。

（2�）ヴァルドルフ学校からの働きかけと副総統

ヘス

　1933年 5 月頃から開始されたヴァルドルフ学校
に対する攻撃と時を同じくして、ヴァルドルフ学
校関係者によるナチ当局者への働きかけも展開さ
れた。その中心として活躍するようになったのは、
ハノーファー校の教師（1934年から同校の「校長」）
でヴァルドルフ学校連盟の代表も務めたマイコ
ヴィスキー（René Maikowski、1900⊖1992年）と、
ドレスデン校の女性教師（同じく1934年から同
校の「校長」）のクライン（Elisabeth Klein、1901
⊖1983年）の 2人だった。マイコヴィスキーとク
ラインが主として働きかけを行ったナチ当局者と
しては、帝国内務省参事官アイクホーフ（Lotar 

Eickhoff）、親衛隊情報部職員オーレンドルフ（Otto 

Ohlendorf）、ローゼンベルク事務所ボイムラー教
授、そして副総統ヘス及び副総統官房職員などを
挙げることができる。中でも、シュタイナー社会
実践運動の一つ、バイオダイナミック農法に強い
関心を持っていたヘスと副総統官房の職員であ
るシュルテ＝シュトラートハウス（Ernst Schulte-

Strathaus、1881⊖1968年）とライトゲン（Alfred 

Leitgen、1902⊖1977年）は、ヴァルドルフ学校へ
の弾圧措置の緩和の点で最も重要な役割を果たし

た、従ってナチズム教育とは相いれない実践が継
続されていたからである。このことは、ナチ当局
によって頻繁に実施されたヴァルドルフ学校への
査察報告書が明瞭に物語っている。そのいくつか
を確認してみよう。
　まず、1936年末頃に、ハノーファー校の査察を
行ったナチス婦人同盟の管区指導者による報告書
は、同校の様子を次のように指摘している。公立
学校と比べてこの学校の雰囲気は「驚くべきも
の」である。同校においては、「まさに社会主義
がここでは生きている」、との印象を抱かせられ
る。それは「生徒と教師との関係から伝わってく
る信頼と調和、仲間関係という波動が直接的に感
じられるから」である。この学校の生徒たちは、
「汎ヨーロッパ人ないし世界共和主義者へと教育
され、世界連邦志向の国家のために教育されるに
違いない。」　結論として、「我々のナチズム革命」
をこの学校の教師たちに担わせることはできな
い。「ヴァルドルフ学校はナチズムとは異なる原
理に基づいているからである。」52）

　同様のことは、1937年 5 月29日付で、ナチス教
員連盟（NSLB）の支部が提出したシュツットガ
ルト校への査察報告書でも確認できる。それによ
れば、この学校では「音楽的・芸術的教育」が重
視されているが、ナチズムの学校が第一に要求さ
れ、また実施もしている「人物教育・意志教育は、
ほぼ完全に無視されている。シュツットガルト校
の教育方法は現在でもなお国際主義的であると特
徴づけられなければならない。完全に隔離された
状態で、ヴァルドルフ学校は民族共同体の生命力
あふれる生活と敵対している。この学校の教員室
には現在でもヒトラー総統の写真は飾られてはい
ない。」さらに、この学校の父母や学校支援者た
ちは、「ヴァルドルフ学校の教師たちによって、
講演会や父母の夕べや集会を通じて、ナチズムを
完全に拒否する一団へと総合されてきたし、今後
も一層統合されることだろう。ナチズム運動の極
めて多くの偽装した敵対者たちは、この学校の中
に自らの都合のよい隠れ家を見つけている。ハイ
ル・ヒトラー」53）　
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としてのヘス副総統を動かし、一旦は発令された
ヴァルドルフ学校への弾圧措置が撤回されたこと
になる。しかし、この成果はあくまで一時的なも
のでしかなかった。当初から全てのヴァルドルフ
学校の解体を意図していた帝国文相ルストは、確
かに副総統ヘスの意向に従う姿勢は示しつつも、
他方ではヴァルドルフ学校への新たな弾圧措置の
準備も同時に推進していた。時を同じくして、ヒ
ムラーとハイドリヒの指揮下の親衛隊情報部及び
秘密国家警察（ゲシュタポ）も、シュタイナーの
人智学思想とその社会実践運動への弾圧を本格化
させていたからである。

（3�）ヴァルドルフ学校への弾圧の本格化と閉鎖

に至る経緯

　1935年11月 1 日付のゲシュタポによる命令（ハ
イドリヒの署名）により、ドイツ国内での人智学
協会の活動が禁止された。この命令に付された理
由書59）によれば、「今でもなお外国のフリーメー
ソン、ユダヤ人及び平和主義者との緊密な関係を
維持している」人智学協会の活動は、「ナチズム
国家の利益を損ねる危険性」があり、「その反国
家的で、国家に危険をもたらす特性の故に解散さ
れる。」さらに、同理由書には、ヴァルドルフ学
校への言及があり、それによれば、ヴァルドルフ
教育は「個々の人間に応じた、個人主義的な教
育を追求しており、こうした教育はナチズム教
育原則と共通するものは何もない」、と断罪され
た。人智学協会を禁止した親衛隊・秘密国家警察
によって、ヴァルドルフ学校の教育はナチズム教
育とは相反するものとの認識が示されたことにな
る。
　こうしたナチス治安当局の動きと呼応して、帝
国文相ルストは1936年 3 月12日付で布告（文書上
部に「大至急」と朱書きが残る）60）を出し、ドイ
ツ国内のヴァルドルフ学校における新たな生徒
（一年生）の受け入れを禁止した。このルスト文
相の布告は、ヴァルドルフ学校への弾圧の本格化
を象徴するものであり、上述した私立学校全般に
対する抑圧措置とも相俟って、ヴァルドルフ学校

た54）。ドレスデン校の「校長」を務めていたクラ
インの回想的著作によれば、当時まだ30代で 4人
の幼子も抱えていた彼女は、副総統官房が置かれ
ていたミュンヘン、副総統官房分室や帝国文部省
をはじめとする政府機関が置かれていたベルリン
を中心に、ナチ高官への働きかけのための旅行回
数は、実に150回にも及んだという55）。
　では、ヴァルドルフ学校関係者によるナチ当局
者、特にヘス及び副総統官房への働きかけが、如
何なる作用を及ぼしたのか、より具体的に検証し
てみよう。上述の通り、1934年 2 月、シュツット
ガルト校は、ヴュルテンベルク州文相から新年度
からの 1年生受け入れの禁止命令を受け、財政的
に厳しい状況に追い込まれた。この事態を受けて、
クラインとマイコヴィスキーはミュンヘンの副総
統官房に出向いて、シュルテ＝シュトラートハウ
スと面会した。この面会の後の同年 5月、シュル
テ＝シュトラートハウスは副総統ヘス宛に報告書
を提出している。同報告書は、『我が闘争』で示
された「民族国家の教育原則」を引用の上で、「ヴァ
ルドルフ学校の根本思想は、表面的に見て取れる
よりも、冒頭の総統の言葉にも示されたナチズム
の理想に近いものである」との理由づけから、ヴァ
ルドルフ学校への弾圧措置の緩和を求める内容と
なっていた56）。
　同報告書は副総統官房から帝国文相ルストにも
「鑑定書」として送付された。帝国文部省では対
応策の検討を迫られ、その結果として、ルスト帝
国文相はメルゲントハラー文相に対して書簡を送
付した。その書簡では、「重要な当局」（ヘス副総
統を指す）からヴァルドルフ学校の取り扱いに留
意するよう依頼が来ていることから、最終結論が
出るまでの間は弾圧措置を緩和することを求める
ものであった57）。こうしたナチ当局間のやり取り
と調整の後、1935年 1 月、ヴュルテンベルク州文
相はついに、1934年 2 月に出していたシュツット
ガルト校に対する自らの命令を撤回して、新年度
から一年生の生徒受け入れを40名に限り許可する
旨の命令を出すに至った58）。マイコヴィスキーと
クラインを中心とする働きかけが「重要な当局」
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総統官房宛、A 4 用紙で11枚）63）が提出された。こ
の鑑定書でボイムラーはまず、シュタイナーの人
智学思想をナチズムの人種論と比較して、シュタ
イナーの思想は「（ナチズムの人種論におけるよ
うな）生物学的・人種的（biologisch-rassisch）で
はなく、生物学的・宇宙論的（biologisch-kosmisch）」
であって、ナチズムでは「民族（Volk）」と
すべき場所にシュタイナーの思想では「人間
（Meschheit）」が据えられるとして、両者の本質
的な差異を指摘している。その上で、ボイムラー
は、ヴァルドルフ学校では、ナチズム教育が理
想とする「戦闘的・兵士的タイプ（kämpferisch-

soldatischer Typus）の人間」を育成することはで
きない、と否定的見解を示した64）。その一方でボ
イムラーは、ヴァルドルフ教育におけるオイリュ
トミーを含む芸術的教育や単なる知識注入ではな
い意志の育成方式については、評価に値するとの
姿勢も示した。最終的には、帝国文相ルストの布
告に基づく新たな生徒受け入れ禁止措置は維持さ
れるべきではあるが、ナチ的教員を増員した「国
家の実験学校」とすることで、ヴァルドルフ学校
を再編・維持させることは検討する余地はある、
と結論づけた。
　副総統ヘスは、1938年 1 月、帝国文相ルストに
書簡を送り、ボイムラーの鑑定書がヴァルドルフ
教育を一定程度評価したことを根拠として、 2
～ 3校のヴァルドルフ学校を「国家の実験学校」
（staatliche Versuchsschule）として存続させるこ
とを検討するよう、要請する書簡を送付した65）。
このルストからの要請を受けて、ルストは1938年
4 月に、ドレスデン校とハンブルク・ヴァンスベ
ク校の 2校については、1936年 3 月の布告を撤回
して、新たな生徒受け入れを許可する旨の布告66）

を出した。つまり、1936年 3 月の布告以降、ヴァ
ルドルフ学校の全面的解体を意図していたルスト
文相は、ヘスからの再度の要請を受けて自らの方
針の一部修正を余儀なくされたことになる。存続
の可能性を付与された 2校以外のヴァルドルフ学
校のうち、カッセル校とブレスラウ校は生徒数の
減少に伴う財政状況の悪化から、それぞれ1938年

にとっては、生徒数減少に伴う財政悪化という深
刻な事態を招来させるものだった。しかも、この
ルストの布告がナチ学校当局から各ヴァルドルフ
学校に伝達された際には、各教師がヒトラーへの
忠誠宣誓を文書で提出することも命令された。こ
の布告及び忠誠宣誓の提出を最初に命令されたハ
ノーファー校のある教師は、「私たちは生徒の前
に真実の人間として立たなければなりません。私
たちがこれ以上教育活動を継続できないことは明
白です。」61）、と述べている。この証言は、学校の
財政基盤の悪化以上に、ヒトラーへの忠誠宣誓の
文書提出が、ヴァルドルフ学校の教師たちにとっ
て耐え難い苦痛となったことを物語っている。こ
うして、最初にハンブルク・アルトナ校が1936年
4 月 6 日、次いでハノーファー校が1937年 7 月 9
日、そしてベルリン校が1937年 8 月26日に、それ
ぞれ学校の閉鎖を決定するに至った。
　ヴァルドルフ学校が相次いで自主閉鎖を余儀な
くされる状況で、マイコヴィスキー及びクライ
ンによるナチ当局（特に副総統官房）への働き
かけも活発に展開された。この働きかけを受け
て、1937年初頭に副総統ヘスは、ナチス教員連盟
（NSLB）に対してそれぞれの地区のヴァルドル
フ学校の査察報告書の提出を要請した。この要請
に基づいてNLSBの各支部組織からヴァルドルフ
学校の査察報告書が相次いで提出されたが、それ
らは前述のシュツットガルト校への査察報告書
（1937年 5 月29日付）に代表されるように、ヴァル
ドルフ学校の教育がナチズム教育原則と背反する
ものであることを指弾するものばかりだった62）。
　そうした中で、再び副総統ヘスの要請に基づき、
1937年11月に実施されたドレスデン校へのナチ当
局の査察は、残されていたヴァルドルフ学校の存
続にとって重要な意味を有するものとなった。ド
レスデン校への査察を担当したのは、ライトゲン
（副総統官房）、ボイムラー（ローゼンベルク事務
所学術部門長）、オーレンドルフ（親衛隊情報部）、
それにアイクホーフ（帝国内務省）の 4人だった。
同年12月には、この査察の結果として、ボイムラー
教授によるヴァルドルフ学校に関する鑑定書（副
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ズム国家の専権事項である、と繰り返し強調して
いる」との前置きに続き、その総統の委託を受け、
「ドレスデンとハンブルクにおいて未だに存続し
ているヴァルドルフ学校を、管轄する国家当局を
通して今学年末で、少なくとも私立学校としては
閉鎖するよう要請する。」（下線は引用者）と記さ
れている。こうした事実に基づけば、ドレスデン
校は1938年 4 月以降も、ナチズム教育原則を基盤
に置く「国家の実験学校」として存続していたの
ではなく、「ルドルフ・シュタイナー学校ドレス
デン」の名称で、あくまでも私立学校として教育
活動を継続していたと言えるだろう。
　1941年 7 月 5 日、ドレスデン校はザクセン州文
部省及びゲシュタポの命令により強制閉鎖の処分
を受け、校長のクラインは逮捕され、 9ヶ月間拘
禁された。この事態の背景には、副総統ヘスが、
1941年 5 月10日に単身でイギリスに飛行し、連合
国側の捕虜となるという事件があった。事件直後
から、ヒムラー指揮下の親衛隊・ゲシュタポ（国
家保安本部）は、ヘスが神秘思想の影響によって
幻覚状態に置かれていたとの文書を作成し、 6月
9日にはシュタイナー社会実践運動（キリスト者
共同体、バイオダイナミック農法、ヴァルドルフ
学校等）への全国一斉の摘発を実施した。副総統
官房の職員でヘスの部下だったシュルテ＝シュト
ラートハウスとクラインの 2人も、ゲシュタポに
逮捕され、ともにザクセンハウゼン強制収容所に
収監された72）。

Ⅳ．仮説的結論

　以上、ナチズム体制下におけるヴァルドルフ学
校の実態解明に資する基礎的考察を行ってきた。
その際の論点は、ヴァルドルフ学校関係者が行っ
たとされる「ナチズムへの試みられた接近」（レ
シンスキー）の真相は如何なるものであったのか、
つまりナチ当局に「接近」したことが、ナチズム
への≪迎合≫や≪協力≫を意味する行為だったの
か、それともあくまでもヴァルドルフ教育を提供
するとの意図に基づく行為であったのか、その見
極めにあった。

6月と1939年 3 月に自主閉鎖した。また、シュツッ
トガルト校は、ヴュルテンベルク州文相メルゲン
トハラーから1938年 4 月 1 日付での閉鎖命令を受
けた67）。
　最後に、1938年 4 月のルスル帝国文相の布告に
より、新たな生徒受け入れを許可されたハンブル
ク・ヴァンスベク校とドレスデン校の閉鎖に至る
経緯を確認しよう。まず、ハンブルク・ヴァンス
ベク校は、ルスト文相の決定に不満を持つハンブ
ルクの州総督（Reichsstaatthalter）が抵抗したこ
とから、実際に生徒受け入れ禁止が解除されたの
は 1年後の1939年 4 月となった。その後も州総
督から同校の教育活動への妨害が続き、さらに、
1939年11月には親衛隊全国指導者ヒムラーの命令
により、同校の教師全員が中央食料局で勤労動員
させられた。こうして、ハンブルク・ヴァンスベ
ク校は教育活動を継続することが事実上困難とな
り、1940年 3 月に自主閉鎖の決定を余儀なくされ
た68）。
　一方、ドレスデン校では、1938年 4 月の生徒受
け入れ禁止措置の解除の後、女性校長のクライン
が中心となり、「国家の実験学校」の具体的な内
容をめぐって、ザクセン州文部省や関係機関と協
議に入った。当時のドレスデン校は、閉鎖された
他のヴァルドルフ学校から移動してきた教師（例
えばシュツットガルト校からは 8名移動）や生徒
も含めて、最も多い時期には生徒数が450名にま
で達し、通常の午前授業の加え午後の授業も行わ
ざるをえない状況となっていた69）。ドレスデン校
を如何なる内容や形態としての「国家の実験学校」
とするかを巡り、いくつかの構想案の作成や当局
との交渉も続けられた。しかし、この問題は最終
的な決着を見ることはなかった。学校閉鎖命令を
受ける約半年前の1941年初旬に、最後の年次報告
書が発行されたが、そこには学校名として「ル
ドルフ・シュタイナー学校ドレスデン」（Rudolf-

Steiner-Schule Dresden）と記されていた70）。さらに、
1941年 5 月24日付のナチ党官房長M.ボルマンか
ら帝国官房長官H.M.ラマースに充てた書簡71）で
は、「総統は、学校における青少年の教育がナチ
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月までの実に 3年もの間、「ルドルフ・シュタイ
ナー学校ドレスデン」の名称で、私立学校として
活動していたことが確認された。
　以上のことを踏まえれば、ナチズム体制下の厳
しい状況の中にあっても、ヴァルドルフ学校では、
1941年に至るまで、ナチズム教育への迎合や協力
ではなく、あくまでもヴァルドルフ教育の基本理
念に即した教育実践が行われており、ヘス及び副
総統官房等のナチ当局への働きかけは、ヴァルド
ルフ教育を実施する空間を覆う「屋根」（U.ヴェル
ナー）73）を確保することが目的であった、と仮説
的に結論づけることができるだろう。但し、最終
的結論づけのためには、当時のヴァルドルフ学校、
とりわけドレスデン校における教育活動の実態の
より詳細な分析が必要となる。未だ解明されてい
ない副総統ヘス及び副総統官房職員らのヴァルド
ルフ学校を擁護する活動の真意の検討とも合わせ
て74）、次の研究課題としたい。
　最後に、今述べた仮説的結論を補強するととも
に、次の研究課題の起点ともなるであろう、一つ
の資料を示しておきたい。それは、ドレスデン校
の校長として尽力したエリザベート・クラインが
その回想録（1978年）の中で記している、1941年
4 月に実施された学校査察の場面である。この
時の査察者はザクセン州文相のゲップフェルト
（Arthur Hugo Göpfert）だった。ナチズム教育一
色に染まった公立学校から転校してきた第12学年
の女子生徒（名前はローゼマリー・ベルクマン）が、
文相から質問されるという緊迫した場面である。
以下はクラインの回想録からの引用である75）。

「お前、いまここで、ヴァルドルフ学校と公
立学校の違いは何かを説明しなさい！」
（文相は、失礼にも、敬称の「あなた」（Sie）
ではなく「お前」（Du）を使って話した。）
誰もが息を殺して耳を澄ませていた。その女
子生徒は顔を赤らめたり、青ざめたりするこ
ともなく、静かにはっきりとした口調で答え
た。「私はこの学校に来て、初めて畏敬の念
ということを学びました。」これ以上の適切

　本稿は、その真相に迫るための予備的作業とし
て、ナチズム体制の下でヴァルドルフ学校が置か
れた歴史的状況を確認するともに、ナチ当局への
働きかけとそれとの関連でヴァルドルフ学校の閉
鎖に至る経緯を確認してきた。この作業を通じて、
1933年 1 月のヒトラーの権力掌握以降、急速に学
校教育のナチズム化が進行する中で、確かにヴァ
ルドルフ学校は、非アーリア人＝ユダヤ人の教師
の除外や「校長」職の配置等、一定程度のナチ当
局からの命令に対応した行動を行い、またナチズ
ム教育原則に「適合」した教育を行うことの表明
も行っていたことを確認した。しかし同時に、ナ
チズム教育への「適合」の表明とは裏腹に、個々
のヴァルドルフ学校では、ナナ当局による査察の
場面においても、あくまでもヴァルドルフ教育の
原則に基づく人間形成が実践されていたことも確
認することができた。
　再三にわたる学校査察によって、「ナチズムと
は異なる原理」に基づくと指摘されていたヴァル
ドルフ学校が、私立学校一般に対する抑圧が本格
化した1936年以降も存続できたのは、ヴァルドル
フ学校関係者、特にマイコヴィスキーとクライン
によるナチ当局への働きかけの結果として、特に
副総統ヘス及び副総統官房の職員によるヴァルド
ルフ学校を擁護する動きがあったことも確認し
た。ヘスの失脚直後に、唯一存続していたドレス
デン校が強制閉鎖された事実は、ヘス及び副総統
官房とヴァルドルフ学校（特にドレスデン校）の
相当程度までの≪結びつき≫があったことを物
語っている。しかし、この両者の≪結びつき≫は、
ヴァルドルフ学校（特にドレスデン校や校長のク
ライン）が、ナチズムやその教育原則に≪迎合≫
ないし≪協力≫する意図の下に行われたもので
あった、と即断できるものではない。少なくとも、
これまでの資料調査と分析からは、ヴァルドルフ
学校がナチズム教育を本心から受け入れ、積極的
にそれを推進していたと判断できる事実は確認で
きていない。むしろ、ドレスデン校の場合、1938
年 4 月に「国家の実験学校」として存続する方向
性が示されてから強制閉鎖処分を受ける1941年 7
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